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自己紹介･法人紹介
2 Shohei Sugita / 杉田 昌平

弁護士（2011年東京弁護士会登録、入管取次弁護士（2013年～））、社会保険労務士（2017年～）、海事補佐人（2021年～）
弁護士法人Global HR Strategy 代表社員、社労士法人外国人雇用総合研究所 代表社員
JICA国際協力専門員（外国人雇用/出入国管理関係法令及び労働関係法令）、NAGOMi専門アドバイザー

2011年12月 センチュリー法律事務所入所（～2014年12月）

2013年4月 慶應義塾大学法科大学院助教（～2015年8月）

2015年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所（～2017年8月）

2015年6月 名古屋大学大学院法学研究科特任講師
（ハノイ法科大学内日本法教育研究センター）（～2017年8月）

2017年9月 センチュリー法律事務所入所（～2021年5月）
名古屋大学大学院法学研究科学術研究員（～2017年9月）

2017年10月 名古屋大学大学院法学研究科研究員（～2021年3月）
慶應義塾大学グローバル法研究所研究員（～2019年6月）
ハノイ法科大学客員研究員（～2019年10月）

2019年6月 慶應義塾大学法科大学院特任講師（～2021年3月）

2020年2月 経済産業省中小企業庁「次世代の担い手研究会」委員

2020年9月 厚生労働省委託事業「ビルクリーニング分野における外国人材受入れ体制適正化調査」検
討委員（2020年度より）

2020年11月 ASSC=JICA「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」アドバイザー

2021年4月 JICA国際協力専門員（外国人雇用/出入国管理関係法令及び労働関係法例）

2023年2月 国土交通省「外国人材とつくる建設未来賞についての検討・審査委員会」 委員

2023年3月 弁護士法人Global HR StrategyがJETRO高度人材スペシャリスト業務受託（2022年度より）

2023年8月 文部科学省令和5 年度「専修学校留学生の学びの支援推進事業」連携機関

2023年9月 厚生労働省「外国人労働者雇用労務責任者講習検討委員会」委員

［単著］

［共著］

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.



日本ではどのくらいの外国人が働いているか
3

出典：厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和5年10月末現在）」
入管庁在留統計（2023年は12月末時点）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

在留外国人数 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121 2,134,151 2,078,508 2,033,656 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822 2,561,848 2,731,093 2,933,137 2,887,116 2,760,635 3,075,213 3,410,992

雇用状況の届出数 486,398 562,818 649,982 686,246 682,450 717,504 787,627 907,896 1,083,769 1,278,670 1,460,463 1,658,804 1,724,328 1,727,221 1,822,725 2,048,675
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人数規模の比較
4 順位 市区町村名 人数（人）

1 神奈川県横浜市 3,777,491

2 大阪府大阪市 2,752,412

3 愛知県名古屋市 2,332,176

4 北海道札幌市 1,973,395

5 福岡県福岡市 1,612,392

～

68 奈良県奈良市 354,630

69 埼玉県川越市 354,571

70 大阪府高槻市 352,698

71 東京都新宿区 349,385

72 滋賀県大津市 345,070

73 東京都中野区 344,880

74 埼玉県所沢市 342,464

75 埼玉県越谷市 341,621

76 福島県いわき市 332,931

77 群馬県前橋市 332,149

78 北海道旭川市 329,306

～

150 兵庫県 宝塚市 226,432

153 青森県 八戸市 223,415

154 群馬県 太田市 223,014

158 東京都 荒川区 217,475

162 広島県 呉市 214,592

Copyright ©  Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved. 出典：e-Statより作成

在留者増加数
335,779人

雇用状況増加数
225,950人

順位 都道府県 人数（人）

1 東京都 14,038,000

2 神奈川県 9,232,000

3 大阪府 8,782,000

4 愛知県 7,495,000

5 埼玉県 7,337,000

～

10 静岡県 3,582,000

11 茨城県 2,840,000

12 広島県 2,760,000

13 京都府 2,550,000

14 宮城県 2,280,000

15 新潟県 2,153,000

16 長野県 2,020,000

17 岐阜県 1,946,000

18 群馬県 1,913,000

19 栃木県 1,909,000

20 岡山県 1,862,000

～

43 福井県 753,000

44 徳島県 704,000

45 高知県 676,000

46 島根県 658,000

47 鳥取県 544,000

在留者数
3,410,992人

雇用状況届出数
2,048,675人



仮に現在の増加ペースだった場合
5

2020 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050

外国人人口 3,075 3,745 4,080 5,755 7,430 9,105 10,780 12,455

届出対象外国人数 1,724 2,273 2,498 3,623 4,748 5,873 6,998 8,123
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在留資格別増加の内訳
6

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved. 出典：「令和５年末現在における在留外国人数について」より作成

順位 在留資格 2019年（人） 2020年（人） 対前年増減 2021年（人） 対前年増減 2022年（人） 対前年増減 2023年（人） 対前年増減

― 総数 2,933,137 2,887,116 －46,021 2,760,635 －126,481 3,075,213 ＋314,578 3,410,992 ＋335,779

1 永住者 793,164 807,517 ＋14,353 831,157 ＋23,640 863,936 ＋32,779 891,569 ＋27,633

2 技能実習 410,972 378,200 －32,772 276,123 －102,077 324,940 ＋48,817 404,556 ＋79,616

3 技・人・国 271,999 283,380 ＋11,381 274,740 －8,640 311,961 ＋37,221 362,346 ＋50,385

4 留学 345,791 280,901 －64,890 207,830 －73,071 300,638 ＋92,808 340,883 ＋40,245

5 特別永住者 312,501 304,430 －8,071 296,416 －8,014 288,980 －7,436 281,218 －7,762

6 家族滞在 201,423 196,622 －4,801 192,184 －4,438 227,857 ＋35,673 266,020 ＋38,163

7 定住者 204,787 201,329 －3,458 198,966 －2,363 206,938 ＋7,972 216,868 ＋9,930

8 特定技能 1,621 15,663 ＋14,042 49,666 ＋34,003 130,923 ＋81,257 208,425 ＋77,539

9 日配 145,254 142,735 －2,519 142,044 －691 144,993 ＋2,949 148,744 ＋3,484

10 特定活動 65,187 103,422 ＋38,235 124,056 ＋20,634 83,380 －40,676 73,774 －9,606

11 永配 41,517 42,905 ＋1,388 44,522 ＋1,617 46,999 ＋2,477 50,995 ＋3,996

12 技能 41,692 40,491 －1,201 38,240 －2,251 39,775 ＋1,535 42,499 ＋2,724

13 経営・管理 27,249 27,235 －14 27,197 －38 31,808 ＋4,611 37,510 ＋5,702

14 高度専門職 14,924 16,554 ＋1,630 15,735 －819 18,315 ＋2,580 23,958 ＋5,643

15 企業内転勤 18,193 13,415 －4,778 8,593 －4,822 13,011 ＋4,418 16,404 ＋3,393

16 教育 13,331 12,241 －1,090 12,915 ＋674 13,413 ＋498 14,157 ＋744

17 介護 592 1,714 ＋1,122 3,794 ＋2,080 6,284 ＋2,490 9,328 ＋3,044

18 教授 7,354 6,647 －707 6,519 －128 7,343 ＋824 7,226 －117

19 宗教 4,285 3,772 －513 3,034 －738 3,964 ＋930 4,123 ＋179

20 文化活動 3,013 1,280 －1,733 821 －459 2,400 ＋1,579 2,581 ＋181

21 医療 2,269 2,476 ＋207 2,482 ＋6 2,467 －15 2,547 ＋80

22 興行 2,508 1,865 －643 1,564 －301 2,214 ＋650 2,505 ＋291

― その他 3,511 2,322 －1,189 2,037 －285 2,674 ＋637 2,756 ＋82
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日付 会議等 議事等

2022年12月14日 第1回有識者会議 有識者会議の開催について

2023年1月31日 第2回有識者会議 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する論点

2023年2月15日 第3回有識者会議 ヒアリング結果について

2023年3月8日 第4回有識者会議 ヒアリング結果について

2023年4月10日 第5回有識者会議 中間報告書（たたき台）

2023年4月19日 第6回有識者会議 中間報告書（案）

2023年4月28日 第7回有識者会議 中間報告書（案）

2023年5月11日 中間報告書

2023年6月14日 第8回有識者会議 最終報告書の取りまとめに向けた論点（案）の提示

2023年6月30日 第9回有識者会議 最終報告書の取りまとめに向けた論点（案）の修正

2023年7月31日 第10回有識者会議 最終報告書の取りまとめに向けた論点

2023年10月4日 第11回有識者会議 最終報告書の取りまとめに向けた論点に関する委員意見一覧

2023年10月18日 第12回有識者会議 最終報告書（たたき台）概要、最終報告書（たたき台）（提言部分）

2023年10月27日 第13回有識者会議 最終報告書（たたき台）概要、最終報告書（たたき台）（提言部分等）

2023年11月8日 第14回有識者会議 最終報告書（たたき台）概要、最終報告書（たたき台）（提言部分等）

2023年11月15日 第15回有識者会議 最終報告書（たたき台）概要、最終報告書（たたき台）

2023年11月24日 第16回有識者会議 最終報告書（案）概要、最終報告書（案）

2023年11月30日 最終報告書

2023年12月14日 与党提言（自民党） 技能実習制度・特定技能制度見直しに向けた提言

2023年12月21日 与党提言（公明党） 提言

2024年2月9日 第17回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

2024年3月15日 閣議 技能実習法等の改正法案閣議決定

2024年5月21日 衆議院本会議 修正

2024年6月14日 参議院本会議 可決

2024年6月21日 ― 公布

制度見直しの進行



これまでの経過
8

2023．11 12 2024．1 2 3 4～6 2025 2026 2027 2028～

最終報告書

与党提言

政府方針決定

法案閣議決定

国会審議

施行準備

施行

職種追加

人数枠

技能実習

2月9日

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

?

3年以内に施行

育成就労

約34万人枠 新人数枠（82万人） 育成就労の枠

12産業分野

4産業分野追加・2産業分野拡大

16産業分野

合計130万～140万人？

会期：1月26日～6月23日

新規入国可 原則2号まで在留可

11月30日

12月14日/21日

3月15日
6月14日

3月29日

6月21日



従来の在留資格制度との関係
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これまでの政策との関係
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[第９次雇用対策基本計画※]

「専門的、技術的分野の労働者は積極的に受け入れることとする」

[出入国在留管理基本計画]

「我が国の経済社会の活性化に資する専門的・技術的分野の外国
人については，積極的に受け入れていく」

慎重な検討を要する

[第９次雇用対策基本計画]

「いわゆる単純労働者の受入れについては、十分慎重に対応す
る」

[出入国在留管理基本計画]

「幅広い観点からの検討が必須であり，この検討は国民的コンセン
サスを踏まえつつ行われなければならない」

専門的・技術的分野の在留資格
である「特定技能１号」へ進むた
めの在留資格であるという位置づ
けが必要となる。

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

※雇用対策基本計画は旧雇用対策法の改正により廃止されている。



育成就労制度の運命
11

[最終報告書（6頁提言部分）]

「基本的に３年間の就労を通じた育成期間で特定技能１号の
技能水準の人材に育成することを目指す新たな制度を創設」

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

[政府方針（1頁）]

「育成就労制度は、人手不足分野における特定技能１号への
移行に向けた人材育成を目指すものである」

[育成就労法1条]

「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必
要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産
業分野における人材を確保することを目的とする。」

◆特定技能2号

「熟練した技能」

◆特定技能1号

「相当程度の知識又は
経験を必要とする技能」

◆育成就労

「育成就労産業分野に
属する技能」
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技能実習法の構造
12

技能実習法

第一章
総則

1条～7条

第三章
外国人技能実習機

構

第二章
技能実習

第四章
雑則

第五章
罰則

附則

技能実習計画
8条～22条

監理団体
23条～45条

技能実習生の保護
46条～49条

補則
50条～56条

総則
57条～63条

設立
64条～68条

役員等
69条～81条

評議員会
82条～86条

業務
87条～90条

財務及び会計
91条～98条

監督
99条～100条

補足
101条～102条

雑則
103条～107条

罰則
108条～115条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（技能実習法）

Copyright ©  Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.



育成就労法の構造
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育成就労法

第一章
総則

1条～7条の2

第三章
外国人育成就労機構

第二章
育成就労

第四章
雑則

第五章
罰則

附則

育成就労計画
8条～22条

監理支援機関
23条～45条

育成就労外国人の保護

46条～49条
補則

50条～56条

総則
57条～63条

設立
64条～68条

役員等
69条～81条

評議員会
82条～86条

業務
87条～90条

財務及び会計
91条～98条

監督
99条～100条

補足
101条～102条

雑則
103条～107条

罰則
108条～115条

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律（育成就労法）
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技能実習制度及び育成就労制度の基本的制度枠組みの共通性と相違
14
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技能実習制度 育成就労制度

雇用許可制類似の制度 労働条件や仕事内容を記載した技能実習
計画について入管庁長官及び厚生労働大
臣の認定を受ける。

労働条件や仕事内容を記載した育成就労
計画について入管庁長官及び厚生労働大
臣の認定を受ける。

⇒内容は国際貢献から人材育成へ

移住仲介機能の独占 技能実習職業紹介事業を監理団体の独
占とし（法2条9項・10項、27条）、監理
団体に移住仲介機能を担わせている。

育成就労職業紹介事業を監理支援機関
の独占とし（法2条9項・10項、27条）、
監理支援機関に移住仲介機能を担わせて
いる。

⇒独占する監理支援機関の厳格化

計画による活動規律性 活動が技能実習計画に基づくため、活動内
容が計画に規律され、また、在留資格変更
許可の相当性の判断においても計画により
規律的効力が相当性が認められる範囲を
画する。

活動が育成就労計画に基づくため、活動内
容が計画に規律され、また、在留資格変更
許可の相当性の判断においても計画により
規律的効力が相当性が認められる範囲を
画する。

⇒転籍の場面での計画による活動規律性
を緩和



育成就労制度における関係者図
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外国の送出機関

技能実習生 実習実施者

監理団体

技能実習機構

送出国政府 法務省・入管庁 厚生労働省

雇用契約

斡旋

技能実習計画
認定

許可事務

取次契約

推薦・監督

MOC

契約

外国の送出機関

育成就労外国人 育成就労実施者

監理支援機関

育成就労機構

送出国政府 法務省・入管庁 厚生労働省

雇用契約

斡旋

育成就労計画
認定

許可事務

取次契約

監督

MOC

契約

実習監理 監理支援

技能実習制度 育成就労制度



育成就労法の概要
16 ⚫ 目的として「育成就労産業分野」における人材確保が目的となり、「技能の移転による国際

協力の推進」が削除された（1条）。

⚫ 定義として「育成就労」、「単独型育成就労」、「育成就労産業分野」、「監理型育成就労」、
「労働者派遣等育成就労産業分野」、「育成就労外国人」、「単独型育成就労外国人」、「監
理型育成就労外国人」、「育成就労実施者」、「単独型育成就労実施者」、「監理型育成就
労実施者」、「監理支援」、「監理支援機関」が定義されている（2条）。

⚫ 基本理念において、技能実習法の際に定められていた「労働力の需給の調整手段」の禁
止が削除された（3条）。

⚫ 育成就労産業分野について分野別運用方針が定められる（7条の2）

第1章 総則 （第1条〜7条の2）
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⚫ 技能実習計画の代えて「育成就労計画」が設けられ、個々の育成就労外国人ごとに育成
就労実施使者が育成就労計画を策定し、入管庁長官及び厚労大臣（機構）の認定を受け
る（8条）。

⚫ 労働者派遣等監理型育成就労の場合には、派遣元及び派遣先が共同して育成就労計画
を策定する（8条1項）。

⚫ 監理型育成就労の場合、育成就労計画は監理支援機関の指導に基づいて作成する必要
がある（8条5項）。

⚫ 転籍について「育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等」として定
められ（8条の2〜8条の5）、2年未満で一度本帰国した場合の再度の育成就労等について

「育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定」として定められて
いる（8条の6）。

⚫ 新規の育成就労の計画認定申請（8条1項の申請） 、転籍の場合の計画認定申請（8条の5

第1項の申請）、再度の育成就労の場合の計画認定申請（8条の6第1項の申請）ごとに、計
画認定の基準が設けられている（9条、9条の2、9条の3）。

⚫ 育成就労計画の認定欠格事由について、密接関係法人育成就労及び労働者派遣等監理
型育成就労という他の育成就労実施者と共同して実施者となるケースが想定されるように
なったため、育成就労計画の認定取消時に、共同して実施者となっている者について、欠
格事由にならないようにするための手当が設けられた（10条7項）。

第2章 育成就労 （第8条〜56条）

⚫ 育成就労産業分野の分野別運用方針に定められた人数枠の人材が確保された場合、計
画認定を停止する措置が設けられている（12条の2）。

⚫ 監理支援機関については許可制となっており、技能実習法の際の一般・特定の区分はなく
なっている（23条）。

⚫ 監理支援機関の許可基準において、外部監査人の設置が義務づけられている（25条1項5

号）。

⚫ 育成就労外国人の斡旋については、育成就労職業紹介事業として、監理支援機関が行う
（27条）。

⚫ 監理支援機関は、監理型育成育成就労実施者等から監理支援費を徴収することができる
（28条）。

⚫ 技能実習評価試験は育成就労評価試験へと名称が変更される（52条）。

第2章 育成就労 （第8条〜56条）

⚫ 技能実習機構が改組して、育成就労機構となる（57条）。

⚫ 機構は、育成就労については、従前の計画認定や許可の手続の他、機構実施職業紹介
事業を行うようになる（87条の2）。

⚫ 機構は、育成就労以外についても、特定技能外国人についての相談応対、情報提供、助
言等の援助業務を行う（87条2項、入管法69条の2の2）。

第3章 外国人育成就労機構 （第57条〜102条）

⚫ 監理支援機関の秘密保持義務（44条）に対する違反への罰則が厳格化された（100条1

項）。

⚫ 転籍を受け付けた後の届出・通知に対する罰則が設けられた（112条第1号、2号）。

第5章 罰則 （第108条〜115条）



育成就労法の概要
17 ⚫ 目的として「育成就労産業分野」における人材確保が目的となり、「技能の移転による国際

協力の推進」が削除された（1条）。

⚫ 定義として「育成就労」、「単独型育成就労」、「育成就労産業分野」、「監理型育成就労」、
「労働者派遣等育成就労産業分野」、「育成就労外国人」、「単独型育成就労外国人」、「監
理型育成就労外国人」、「育成就労実施者」、「単独型育成就労実施者」、「監理型育成就
労実施者」、「監理支援」、「監理支援機関」が定義されている（2条）。

⚫ 基本理念において、技能実習法の際に定められていた「労働力の需給の調整手段」の禁
止が削除された（3条）。

⚫ 育成就労産業分野について分野別運用方針が定められる（7条の2）

第1章 総則 （第1条〜7条の2）
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⚫ 定義規定である2条に「単独型育成就労」があるとおり、海外の事

業所に属する職員である外国人を日本へ招聘し、育成就労産業
分野に属する技能を要する業務に従事させる形態の育成就労も
認められる。

⚫ 労働者派遣等育成就労産業部分野（農業と漁業と思われる）が
設定され、派遣形態での育成就労が可能となる。

⚫ 技能実習法3条2項にあった「技能実習は、労働力の需給の調整
の手段として行われてはならない」という文言は削除されている。



人材育成 人材確保

育成就労

特定技能１号

特定技能２号

育成就労制度の概要
18

国際貢献 人材育成 人材確保

技能実習１号

技能実習２号

技能実習３号 特定技能１号

特定技能２号

国際貢献

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.
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⚫ 技能実習計画の代えて「育成就労計画」が設けられ、個々の育成就労外国人ごとに育成
就労実施者が育成就労計画を策定し、入管庁長官及び厚労大臣（機構）の認定を受ける
（8条）。

⚫ 労働者派遣等監理型育成就労の場合には、派遣元及び派遣先が共同して育成就労計画
を策定する（8条1項）。

⚫ 監理型育成就労の場合、育成就労計画は監理支援機関の指導に基づいて作成する必要
がある（8条5項）。

⚫ 転籍について「育成就労外国人による育成就労実施者の変更の希望の申出等」として定
められ（8条の2〜8条の5）、2年未満で一度本帰国した場合の再度の育成就労等について

「育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定」として定められて
いる（8条の6）。

⚫ 新規の育成就労の計画認定申請（8条1項の申請） 、転籍の場合の計画認定申請（8条の5

第1項の申請）、再度の育成就労の場合の計画認定申請（8条の6第1項の申請）ごとに、計
画認定の基準が設けられている（9条、9条の2、9条の3）。

⚫ 育成就労計画の認定欠格事由について、密接関係法人育成就労及び労働者派遣等監理
型育成就労という他の育成就労実施者と共同して実施者となるケースが想定されるように
なったため、育成就労計画の認定取消時に、共同して実施者となっている者について、欠
格事由にならないようにするための手当が設けられた（10条7項）。

第2章 育成就労 （第8条〜56条）
⚫ 育成就労外国人ごとに育成就労計画を策定し、育成就労機構の

認定を受ける。

⚫ 新規の育成就労計画の認定の他、転籍の際の育成就労計画の
認定、再度の育成就労計画の認定手続が定められている。

⚫ また、育成就労外国人からの希望による育成就労実施者変更の
希望の申出を認める設計としている。

⚫ 希望の申出が行われた場合、機構に対して通知・届出をすること
になるが、それを行わなかった場合に罰則が設けられている
（112条1項1号、2号）。



育成就労法の概要
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⚫ 育成就労産業分野の分野別運用方針に定められた人数枠の人材が確保された場合、計
画認定を停止する措置が設けられている（12条の2）。

⚫ 監理支援機関については許可制となっており、技能実習法の際の一般・特定の区分はなく
なっている（23条）。

⚫ 監理支援機関の許可基準において、外部監査人の設置が義務づけられている（25条1項5

号）。

⚫ 育成就労外国人の斡旋については、育成就労職業紹介事業として、監理支援機関が行う
（27条）。

⚫ 監理支援機関は、監理型育成育成就労実施者等から監理支援費を徴収することができる
（28条）。

⚫ 技能実習評価試験は育成就労評価試験へと名称が変更される（52条）。

第2章 育成就労 （第8条〜56条）
⚫ 監理支援機関の許可基準は次のとおり。

① 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるもの
であること。

② 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとし
て主務省令で定める基準に適合しているものであること。

③ 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するも
のと して主務省令で定める基準に適合しているものであること。

④ 個人情報(略)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等

及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置
を講じていること。

⑤ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型
育成 就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者

であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することが
できる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要
件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監
理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を
講じていること。

⑥ 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国
人らの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けよう
とする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに
係る契約を締結していること。

⑦ 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に
遂行することができる能力を有するものであること 
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ポイント2 職種

⚫ 産業分野は特定技能の範囲に限定
⚫ 業務区分は特定技能と同一

ポイント3 転籍
⚫ 「やむを得ない場合」
⚫ 一定の場合の「本人の意向」
・同一機関での就労が１年超
※分野によって2年以下の範囲で延長可
・技能検定基礎級合格
・日本語能力A1(JLPT N5合格等)

※分野によって上乗せ可

  ・同一業務区分
・受入先企業の適切性

ポイント1 移行時の日本語能力

⚫ 就労開始前   ：N５等 or 相当講習
⚫ 特定技能１号移行時 ：N４等
⚫ 特定技能２号移行時 ：N３等

※分野によっては上乗せ可

特
定
産
業
分
野

育成就労

特定技能１号

特定技能２号

３
年

５
年

～
～

～
～

更
新
回
数
上
限
無
し

① A2（N4等）
② 技能検定３級・特定技能１号評価試験

転籍：N５等＋試験＋１年

① B1（N３等）
② 技能検定１級・特定技能２号評価試験

A1（N5等） or 相当講習

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

育
成
就
労
産
業
分
野



育成就労制度の人材育成の内容
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就労開始前

3年・育成就労計画

A1（N5等） or 

相当講習

育成1年終了 育成2年終了

育成3年終了

A1（N5等）

技能検定基礎級等

技能検定3級等
特1評価試験

A2（N4等）

特定技能1号

技能検定3級
特1評価試験

A2（N4等）

B1（N3等）

技能検定1級
特2評価試験

5年

特定技能2号

日本語能力の段階 技能の段階



人材育成の段階（技能実習）
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3年

実習1年終了 実習2年終了

実習3年終了

技能検定基礎級等

技能検定3級等
特1評価試験

特定技能1号

技能検定3級
特1評価試験

A2（N4等）

技能検定1級
特2評価試験

5年

特定技能2号

日本語能力の段階 技能の段階



職種･作業と産業分野･業務区分の考え方
24

技能実習制度 特定技能制度

仕事の内容

職種・作業

原則として、「職種･作業」という、どのような
仕事を行うかによって受け入れの可否が決
まる。

仕事の内容

業務区分

それぞれの特定産業分野ごとに行うことがで
きる仕事としての「業務区分」がある。

しかし、業務区分だけでは受け入れの可否は
決まらない。

特定産業分野
日本標準産業分類

産業分野

特定技能制度の対象となっている特定産業分
野に該当する必要がある。

加えて、一定の特定産業分野によっては、事
業所等が一定の日本標準産業分類に該当す
ることが必要となる。

この範囲が一致するだけでは、
受け入れの可否（移行の可
否）は判断できない（受け入
れられないことがある）。

この範囲での一致、すなわち

① 職種･作業と業務区分の
一致

② 職種･作業が行われてい
る事業場等と産業分野
（日本標準産業分類）の
一致

の2つの一致がなければ特定
技能へ移行できない。
特に②－1として特定産業分
野の一致と、②－2日本標準
産業分類の一致が必要。

原則限定なし
（一部許可取得等はあり）

産業分野

これまで技能実習制度では、「産業分野」は要
件となっていなかった。

育成就労制度は特定技能制度の
考え方に統一される。

Copyright ©  Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.



産業分野の分類
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特定産業分野（特定技能制度）
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育成就労産業分野

人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を
図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの

特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通じ
て修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野

労働者派遣等育成就労産業分野

育成就労産業分野のち、外国人にその分野に属する技能を本邦において就労を通
じて修得させるに当たり季節的業務に従事させることを要する分野であって、当該
技能を労働者派遣等による就労を通じて修得させることができると認められるもの

として主務省令で定める分野



新たな人数枠の設定及び
産業分野の追加・拡大
全産業分野の人数枠を設定し、4
産業分野の追加・2産業分野の拡
大。

各産業分野の人
数枠の見直し、
製造・建設分野
業区分の統合
製造・建設分野の業
務区分を統合。

製造分野の統合
「素形材産業分野」、
「産業機械製造業分
野」及び「電気・電
子情報関連産業分
野」を統合。

制度開始
改正入管法が施行さ
れ、制度が開始。

26
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入管法改正
第197回国会で改正
入管法が成立。

2018年12月8日 2019年4月1日 2022年8月30日2022年4月26日 2024年3月29日

厚
労
省

経
産
省

国
土
交
通
省

農
林
水
産
省

介護
業務区分：1業務区
分人数枠：60,000人

特定技能制度の歩み

ビルクリ
業務区分：1業務区分

人数枠：37,000人

素形材
業務区分：13業務区分

人数枠：21,500人

産業機械
業務区分：18業務区分

人数枠：5,250人

電気電子
業務区分：13業務区分

人数枠：4,700人

建設
業務区分：19業務区分

人数枠：40,000人

造船
舶用工業

業務区分：6業務区分

人数枠：13,000人

自動車
整備

業務区分：1業務区分

人数枠：7,000

人
航空

業務区分：2業務区分

人数枠：2,200

人
宿泊

業務区分：1業務区分

人数枠：22,000人

農業
業務区分：2業務区分

人数枠：36,500人

漁業
業務区分：2業務区分

人数枠：9,000人

飲食料品
製造

業務区分：1業務区分

人数枠：34,000人

外食
業務区分：1業務区分

人数枠：53,000人

素形材
産業機械
電気電子

業務区分：
19業務区分

人数枠：31,450人

介護
業務区分：1業務区分

人数枠：50,900人

ビルクリ
業務区分：1業務区分

人数枠：20,000人

素形材
産業機械
電気電子

業務区分：3業務区分
機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理

人数枠：49,750人

建設
人数枠：34,000人

造船
舶用工業

業務区分：6業務区分

人数枠：11,000人

自動車
整備

業務区分：1業務区分

人数枠：6,500人

航空
業務区分：2業務区分

人数枠：1,300人

宿泊
業務区分：1業務区分

人数枠：11,200人

農業
業務区分：2業務区分

人数枠：36,500人

漁業
業務区分：2業務区分

人数枠：6,300人

飲食料品
製造

業務区分：1業務区分

人数枠：87,200人

外食
業務区分：1業務区分

人数枠：30,500人

業務区分：3業務区分

介護
業務区分：1業務区分

人数枠：135,000人

ビルクリ
業務区分：1業務区分

人数枠：37,000人

工業製品
製造業

業務区分：
10業務区分

人数枠：173,300人

建設
人数枠：80,000人

造船
舶用工業

業務区分：3業務区分

人数枠：36,000人

自動車
整備

業務区分：1業務区分

人数枠：10,000人

航空
業務区分：2業務区分

人数枠：4,400人

宿泊
業務区分：1業務区分

人数枠：23,000人

農業
業務区分：2業務区分

人数枠：78,000人

漁業
業務区分：2業務区分

人数枠：17,000人

飲食料品
製造

業務区分：1業務区分

人数枠：139,000人

外食
業務区分：1業務区分

人数枠：53,000人

業務区分：3業務区分

自動車
運送業

業務区分：3業務区分

人数枠：24,500人

鉄道
業務区分：5業務区分

人数枠：3,800人

林業
業務区分：1業務区分

人数枠：1,000人

木材
業務区分：1業務区分

人数枠：5,000人

14産業分野
34万人枠

12産業分野
34万人枠

16産業分野
82万人枠

2023年6月9日

特定技能2号の
対象分野追加
介護を除く11産業
分野に2号を追加。

ビルクリ 特定技能2号追加

素形材
産業機械
電気電子

特定技能2号追加

自動車
整備

特定技能2号追加

航空 特定技能2号追加

宿泊 特定技能2号追加

農業 特定技能2号追加

漁業 特定技能2号追加

飲食料品
製造

特定技能2号追加

外食 特定技能2号追加

建設 特定技能2号あり

造船
舶用工業

特定技能2号拡大



27

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

特定技能1号の産業分野まとめ表

産業分野 業所管庁
人数枠（人）
（2024.4～） 業務区分 試験（技能） 試験（日本語） 2号

日本標準産業分類の
利用

備考

介護
厚労省

135,000 
〈1業務区分〉
・身体介護等 ・介護技能評価試験

A2及び介護日本語
評価試験

× ×

ビルクリーニング 37,000 
〈1業務区分〉
・建築物内部の清掃

・ビルクリーニング分野特定技能１号評
価試験

A2 ○ × ・所属機関は、建築物衛生法12条の2第1項1号または8号
の登録を受けている事業所で受けれを行う必要がある。

工業製品製造業 経産省 173,300 

〈10業務区分〉
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
・紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・RPF製造
・陶磁器製品製造
・印刷・製本
・紡織製品製造
・縫製

・製造分野特定技能１号評価試験 A2 ○ ○

建設

国交省

80,000 

〈3業務区分〉
・土木
・建築
・ライフライン・設備

・建設分野特定技能１号評価試験
・技能検定3級

A2 ○ ×
・所属機関は、建設業法3条の許可を受けているうこと等
の条件がある。

造船・舶用工業 36,000 

〈3業務区分〉
・造船
・舶用機械
・舶用電気電子機器

・造船・舶用工業分野特定技能１号試験
・技能検定3級

A2 ○ ×
・所属機関が船舶法上の一定の事業を営んでいることが必
要。

自動車整備 10,000 
〈1業務区分〉
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、
特定整備に付随する基礎的な業務

・自動車整備分野特定技能１号評価試験
・自動車整備士技能検定試験３級

A2 ○ ×
・所属機関が認証工場である必要がある。

航空 4,400 
〈2業務区分〉
・空港グランドハンドリング
・航空機整備

・航空分野特定技能１号評価試験 A2 ○ ×
・所属機関が空港管理者により営業を行うことを認められ
た者等であることを要する。

宿泊 23,000 

〈1業務区分〉
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事
する業務

・宿泊分野特定技能１号評価試験 A2 ○ ×
・所属機関が、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を有す
る必要がある。

自動車運送業 24,500 

〈3業務区分〉
・事業用自動車（トラック）の運転、運転に付随す
る業務全般
・事業用自動車（タクシー）の運転、運転に付随す
る業務全般
・事業用自動車（バス）の運転、運転に付随する業
務全般

・自動車運送業分野特
定技能１号評価試験
・第一種運転免許（トラック）
・第二種運転免許（バス、タクシー）

A2(トラック)
B1（バス、タク

シー）
× ×

・所属機関は道路運送法に規定する自動車運送事業者、か
つ、安全性優良事業所を有する者
・タクシー、バスはの外国人に対し、新任運転者研修を実
施する

鉄道 3,800 

〈5業務区分〉
・軌道整備
・電気設備整備
・車両整備
・車輌製造
・運輸係員

・鉄道分野特定技能１号評価試験
・技能検定3級（車両製造）

A2
B1（運輸係員）

× ×

・所属機関は鉄道事業者、軌道経営者、その他鉄道事業、
軌道事業、車両の整備、車両の製造を営む事業者

農業

農水省

78,000 
〈2業務区分〉
・耕種農業全般
・畜産農業全般

・１号農業技能測定試験 A2 ○ ×

漁業 17,000 
〈2業務区分〉
・漁業
・養殖業

・１号漁業技能測定試験 A2 ○ ×

飲食料品製造 139,000 
〈1業務区分〉
・飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く。）
の製造・加工及び安全衛生の確保）

・飲食料品製造業特定技能１号技能測定
試験

A2 ○ ○
・スーパーでの惣菜製造等が追加

外食 53,000 
〈1業務区分〉
・外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）

・外食業特定技能１号技能測定試験 A2 ○ ×

林業 1,000 〈1業務区分〉
・林業（育林、素材生産等）

・林業技能測定試験 A2 × ―

木材産業 5,000 
〈1業務区分〉
・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

・木材産業特定技能１号測定試験 A2 × ―

拡大

拡大

追加

追加

追加

追加

変更
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農業関係
2職種6作業

漁業関係
2職種10作業

建設関係
22職種33作業

繊維・衣服関係
13職種22作業

その他その他

さく井 建設板金

冷凍空気 建具製作

建築大工 型枠施工

鉄筋施工 とび

石材施工 タイル張り

かわらぶき 左官

配管 熱絶縁

内装仕上 サッシ

防水施工 コンクリ

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ 表装

建設機械 築炉

紡績運転 織布運転

染色 ニット

たて編 婦人子供

紳士服 下着類

寝具製作 ｶｰﾍﾟｯﾄ

帆布製作 布はく製

座席ｼｰﾄ

食品製造
11職種18作業

缶詰巻絞 鶏肉処理

加熱水産 非加熱

水産練り 牛豚食肉

ハムソー パン製造

そう菜 漬物製造

医療給食

機械･金属
16職種31作業

鋳造 鍛造

ﾀﾞｲｶｽﾄ 機械加工

金属ﾌﾟﾚｽ 鉄工

工場板金 めっき

ｱﾙﾐ陽極 仕上げ

機械検査 機械保全

電子機器 電気機器

ﾌﾟﾘﾝﾄ配線 ｱﾙﾐ圧延

金属熱処理

自動車整備

ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

介護

宿泊

鉄道敷設

鉄道車両

木材加工

プラ成型

塗装

溶接

工業包装

印刷

製本

紙器

陶磁器

コンクリ

RPF製造

その他

家具製作

強化プラ

リネン

ゴム

耕種農業

畜産農業

漁船漁業

養殖業

社内検定

グラハン

社内検定

ﾎﾞｲﾗｰﾒﾝﾃ

農業

産業分野

業務区分

日本標準産
業分類の指
定なし

耕種農業全般
畜産農業全般

漁業

産業分野

業務区分

日本標準産
業分類の指
定なし

漁業
養殖業

建設

産業分野

業務区分

日本標準産業分類の
指定なし

土木
建築
ライフライン･設備

外食

産業分野

日本標準産
業分類の指
定なし

業務区分

外食

造船

産業分野

日本標準産業分
類の指定なし

業務区分

造船
舶用機械
舶用電気電子

産業分野･業務区分の世界

職種･作業/産業分野･業務区分対応関係図

技
能
実
習
制
度

特
定
技
能
制
度

：下線付の職種作業から移行可能 ：日本標準産業分類が合致すれば移行可能 ：原則移行可能職種･作業の世界

1号のみ

1年職種

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

？

自動車運送業

日本標準産業分類
の指定なし

業務区分：バス、ト
ラック、タクシー

林業

日本標準産業分類
の指定なし

業務区分：林業

木材産業 航空

産業分野

業務区分

日本標準産
業分類の指
定なし

航空ｸﾞﾗﾊﾝ
機体整備

？

鉄道

日本標準産業
分類：無

日本標準産業
分類：無

業務区分：
木材加工

業務区分：

係員、軌道、
電気、製造、
整備

工業製品製造業

産業分野

業務区分

2194 鋳型製造業
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業
2424 作業工具製造
2431 配管工事用付属
245 金属素形材製品
2462 溶融めっき業
2464 電気めっき業
2465 金属熱処理
2469 その他金属表面
248 ボルト･ナット
25 はん用機械器具
26 生産用機械器具
27 業務用機械器具
28 電子部品･デバイス
29 電気機械器具製造
30 情報通信機械器具
3295 工業用模型製造
追加？

機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理
他7業務区分

飲食料品製造

産業分野

業務区分

09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶･ｺｰﾋｰ製造業
104 製氷業
5861 菓子小売業
5863 パン小売業
5896 豆腐･かまぼこ
5621 総合スーパー
5811 食料品スーパー

飲食料品製造業全般

？

自動車整備

日本標準産
業分類：無

業務区分：
自動車整備

ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

介護

日本標準産
業分類：無

業務区分：
ﾋﾞﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

日本標準産
業分類：無

業務区分：
介護

宿泊
日本標準産
業分類：無

業務区分：
宿泊

？
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認定基準 新規（8条1項） 転籍（8条の5①） 再度（8条の6①）

共通の認定基準

従事させる業務において要する技能の属する分野が育成就労産業分野であること （9条1項1号）。 ○

従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標及び内容として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合していること
（9条1項2号）。 ○

育成就労の期間が三年以内であること （9条1項3号）。 ○ ×（9条の2第1項1号） ×（9条の3第1項1号）

育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと （9条1項4号）。 ○

育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること（9条1項5号）。 ○

育成就労を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより育成就労の実施に関する責任者が選任されていること （9条1項6号）。 ○

単独型育成就労に係るものである場合は、単独型育成就労実施者に対する単独型育成就労の実施に関する監査の体制が主務省令で定める基準に適合していること（9条1項7号）。 ○

監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること（9条1項8号）。 ○

育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していること（9条1

項9号）。 ○

申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと（9条1項10号）。 ○

外国の送出機関(略)からの取次ぎを受けた外国人に係るものである場合は、当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令
で定める基準に適合していること （9条1項11号）。 ○ ×（9条の2第1項1号） ○

転籍の場合の認定基準

育成就労の期間が、第八条の五第二項第五号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること（9条の2第
1項2号）。 — ○ —

従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であること （9条の2第1項3号）。 — ○ —

次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、当該申請に係る育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認
められるときは、この限りでない（9条の2第1項4号）。 

イ 第八条の五第二項第四号の期間が、一年以上二年以下の範囲内で育成就労外国人に従事させる業務の内容等を勘案して主務省令で定める期間を超えていること。 

ロ 育成就労外国人が修得した技能、育成就労外国人の日本語の能力その他育成就労外国人の育成の程度に関し主務省令で定める基準に適合していること。 

ハ 育成就労を行わせようとする者が育成就労の実施に関する実績、育成就労外国人の育成に係る費用の負担能力その他の育成就労を適正に実施するために必要な事項に関して主務省
令で定める基準に適合していること 。

— ○ —

再度の場合の認定基準

育成就労の期間が、第八条の六第二項第四号の期間と通算して三年以内(第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている場合にあっては、四年以内)であること（9条の3第
1項2号）。 

— — ○

次ののイ及びロのいずれにも適合すること（9条の3第1項3号）。
イ 従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれ ぞれ同一であること。
ロ 当該申請に係る育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせることについて主務省令で定めるやむを得ない事情があると認められること。
※8条の6第二項第五号イの事実があり、同号ロの期間が二年を超えず、同号ハの事実がない場合において、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業

務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることについて主務省令で定めるやむを得な
い事情があると認められるときは、第三号に適合することを要しない。

— — ○

育成就労法における計画認定の種類と認定基準

Copyright ©  Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.



転籍の際のメカニズム（監理型育成就労）
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育成就労外国人

育成就労機構

監理支援機関

旧育成就労実施者

入管庁 厚労省

変更申出

共同実施者（派遣先等）

通知 8-2③

通知 8-2④⑤

届出8-2⑥⑦

通知 8-2⑥

通知 8-4①

通知 8-4①

事務権限

新育成就労実施者

雇用契約 斡旋 8-4⑤

認定申請

⚫ 育成就労外国人から、機構・監理支援機
関・育成就労実施者のいずれに対しても、
育成就労実施者の申出ができる。

ポイント

⚫ 監理支援機関や実施者が申出を受けたら、
関係機関に通知・届出が必要で、通知・届
出を怠ったら、罰則がある（オレンジ部分）。

ポイント

⚫ 新たな育成就労実施者は、新しい育成就
労計画について、機構への認定申請を行
う。

ポイント

⚫ 監理支援機関は、他の実施者との職業紹
介を行う等の必要な措置を講じる必要が
ある。

ポイント



転籍の影響
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出典：技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第１０回）資料より作成
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転入転出による色分け

出典：技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（第１０回）資料より作成



育成就労法の概要
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⚫ 技能実習機構が改組して、育成就労機構となる（57条）。

⚫ 機構は、育成就労については、従前の計画認定や許可の手続の他、機構実施職業紹介
事業を行うようになる（87条の2）。

⚫ 機構は、育成就労以外についても、特定技能外国人についての相談応対、情報提供、助
言等の援助業務を行う（87条2項、入管法69条の2の2）。

第3章 外国人育成就労機構 （第57条〜102条）
⚫ 機構実施職業紹介事業については、公共職業安定所及び地方

運輸局と連携を図りながら行われる（106条）。



育成就労法の概要
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⚫ 監理支援機関の秘密保持義務（44条）に対する違反への罰則が厳格化された（100条1

項）。

⚫ 転籍を受け付けた後の届出・通知に対する罰則が設けられた（112条第1号、2号）。

第5章 罰則 （第108条〜115条）
⚫ 転籍受付後の届出義務違反、通知義務違反の罰則は30万円以

下の罰金となる。



未確定な重要論点
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論点 条文 内容

育成就労産業分野 2条2号 主務省令で定める分野

労働者派遣等育成就労産業分野 2条3号ロ 主務省令で定める分野

入国後講習の有無・内容 9条1項2号 主務省令で定める基準

法人毎の人数枠 9条1項10号 主務省令で定める数

移籍金の方法 9条の2第1項4号ハ 主務省令で定める基準

訪日費用の分担方式 9条1項11号 主務省令で定める基準

転籍の際の「やむを得ない」事情 9条の2第1項4号 主務省令で定める

本人意向転籍の雇用期間の上乗せの有無 9条の2第1項4号イ 主務省令で定める基準

本人意向転籍の日本語・技能の上乗せの有無 9条の2第1項4号ロ 主務省令で定める基準

監理支援機関の許可の具体的な内容 25条 主務省令で定める基準

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.



「技能実習」と「育成就労」の制度比較
36 項目 技能実習（団体監理型） 育成就労

制度目的 国際貢献、人材育成 （「人材確保」がない） 人材育成、人材確保 （「国際貢献」がない）

在留資格 「技能実習」 「育成就労」

在留期間 1号：～1年、2号：～2年、3号～2年 原則通算３年

監督機関 あり（外国人技能実習機構） あり（外国人育成就労機構）

職種 移行対象職種・作業（または１年職種） 育成就労産業分野、業務区分の範囲

計画 あり（技能実習計画） あり（育成就労計画）

就労開始時点の技能 なし なし

就労開始時点の日本語 なし（介護はＮ４） 原則A1（N5等）（分野により上乗せ可能） or 相当講習

人材育成の内容
１号の修了時：技能検定基礎級
２号の修了時：技能検定随時三級

１年目の終了時：Ａ１（Ｎ５等）、技能検定基礎級等
３年目の終了時：Ａ２（Ｎ４等）、技能検定随時三級等

送出機関
政府認定送出機関 職安法に基づき必要な範囲となり、政府認定送出機関である必要

はないと思われる。

監理団体 あり（監理団体） あり（監理支援機関）

マッチング 監理団体 監理支援機関

産業分野の人数枠 なし あり

受入機関の人数枠 あり あり

転籍
原則不可（やむを得ない場合や、２号から３号への移行時は可
能）

以下の、２つの方式による転籍が可能
・「やむを得ない事情がある場合」の転籍
・本人の意向による転籍

国内で他の在留資格からの変更 想定されていない。 可能と思われる。

派遣 不可 農業・漁業では可能。
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2024．6 2024．7−12 2025 2026 2027．1 2027．2 2027．3 2027．4 2027．5−12 2028～

改正法公布

施行準備

施行

技能実習制度

育成就労制度

計画認定申請
前候補者

計画認定申請
中

計画認定後
COE申請前

COE申請中

COE交付後入
国前

上陸許可申請
中

技能実習中

仮4月1日
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3年以内に施行（附則1）

育成就労制度

現行の技能実習制度

会期：～6月23日

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

3ヶ月間は上陸可（附則8④）

経過措置（施行日を2027年4月と仮定した場合）

施行日前の計画認定申請で実習開始が施行日の3ヶ月以内のもの（例：2027年6月末まで開始のもの）は、そのまま実習可
（附則9②）
在留資格認定証明書交付申請も可（附則8③）
上陸許可申請も施行日後3か月以内は可（附則8④）
在留資格も現行の技能実習となる（附則8①）
1号から2号へ移行することも可、3号へは主務省令で定める場合に移行可（附則8⑤、附則9③Ⅰ・Ⅱ）

3ヶ月間は上陸可（附則8④）

3ヶ月間は上陸可（附則8④）

施行日時点において申請中のCOE交付申請は、現行の技能実習制度のまま審査交付される（附則8②Ⅳ）
交付後の取扱いは↑と同じ

3ヶ月間は上陸可（附則8④）

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

上陸許可申請も施行日後3か月以内は可（附則8④）
1号から2号へ移行することも可、3号へは主務省令で定める場合に移行可（附則9③Ⅰ・Ⅱ）

3ヶ月間は上陸可（附則8④）

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

施行日時点において上陸許可申請中の場合は、現行の技能実習制度のまま審査・許可される（附則8②Ⅲ） 原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）

施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留する人の在留期間･在留資格・技能実習計画はそのまま（附則8①、9①）
施行日時点で申請中の変更許可（例：1号→2号）、更新許可（2号→2号）も現行制度が適用される（附則8②Ⅰ・Ⅱ）
1号から2号へ移行することも可、3号へは主務省令で定める場合に移行可（附則8⑤、附則9③Ⅰ・Ⅱ）

技能実習生について監理許可については従前どおり（附則10①・②）

原則2号へ移行可（附則9③ⅠⅡ）



まとめ
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⚫育成就労制度が創設された。

⚫30年以上技能労働者の受入れ制度の中核だった「技能実習制度」から「特定技能制度」及び
「育成就労制度」での受入れ体制へ移行していく。

ポイント1 育成就労制度の創設

⚫制度の枠組みは技能実習制度と共通するが、内容は変更されている点が多い。

⚫今後は主務省令による「内容」の具体化に注目する必要がある。

ポイント2 育成就労制度と技能実習制度の異動

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.
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法人名 弁護士法人Global HR Strategy

本社所在地 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル32階
代表者 杉田 昌平

専門家数 4名（弁護士4名内社会保険労務士登録者2名、設置するGHRS法律事務所所属者を含む）

事業内容 1.外国人雇用に関する入管業務を含む企業法務
2.外国人雇用に関する労務
3.外国人雇用に関する戦略業務
4.外国人雇用に関する事業創造、コンサルティング
5.外国人雇用に関する調査研究事業
6.外国人雇用に関するメディア、研修、施設運営事業

URL https://www.ghrs.law/

関連法人等 社会保険労務士法人外国人雇用総合研究所
株式会社COMPL（コンプラ）

私たちは、東南アジア・南アジアを中心とした諸外国と日本との間の人の国際移動を円滑に行うための一切の手続を行います。
少子高齢化に伴い、日本における産業・サービスの担い手は不足しています。
このような背景を受けて、2022年においては約182万人の外国人が働いてくれています。
しかし、日本の外国人雇用制度は発展段階にあり変化も早く、また、手続も複雑です。
私たちは、在外経験のある専門家が集まり、企業活動に関わる入管業務や外国人雇用に関する法務・労務を従来の企業法務のレベルで提
供することを目的に設立しました。
外国人雇用をとりまく状況は、様々で、望ましくない状況で就労している場合もあります。私たちは、自分たちの業務を通じて、法令遵
守を第一に、働く人にも雇用する人にとっても望ましい就労場所を増やしたいと考えています。そして、その先にある、日本が多様性に
満ちた社会になることに貢献したいと考えています。

“Business Immigration Law Firm”

https://www.ghrs.law/
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弁護士法人Global HR Strategyが提供するCompliance as a Service (CaaS)モデル、外国人雇用分野デジタルツールの第1弾として、2023年7月にポータルサイト「外国人雇用の法務部

クラウド」をリリース。このサイトは外国人雇用に関する情報提供を目的としたもので、顧問契約を結んでいるクライアント様向けに提供。時系列でまとめられた公的機関の最新情報
やセミナー資料の即時配信等サイト内の様々なコンテンツによって、よりスムーズな情報の入手・ナレッジの取入れが可能となり、外国人雇用関連業務の正確性の向上・適切な実施
や効率化を実現。

各コンテンツのご紹介

・新着一覧
厚生労働省や出入国在留管理庁などの公的機関から公開される最新の外国人雇用関連
情報を時系列でまとめて発信。カテゴリやタグでの検索で、業務に必要な情報を効率的に
入手可能。

・外国人雇用の法務アップデート
弊法人専門家実施の研修・セミナー資料の即時掲載に加え、法令情報をわかりやすく解説
した資料も随時掲載。ウェブ上での閲覧だけではなく、ダウンロードも可能。

・セミナー・イベント情報
外国人雇用関連業務等に役立つセミナーやイベントの情報を発信。多くのセミナー・イベン
トは参加費が無料で、ウェブ上で簡単に参加申し込み可能。

・動画コンテンツ
法令の改正情報を動画で解説しています。

・相談方法
弊法人専門家への相談方法を掲載。外国人雇用関連の法律のエキスパートに相談可能。
※相談の受付は、相談対応の契約（顧問契約等）がある方のみ。

今後さらに有益な外国人雇用関連情報提供コンテンツを追加予定！

外国人雇用の法務部クラウド  概要
 内容：外国人雇用関連の情報提供ポータルサイト
 対象：顧問契約を結んでいるクライアント様
 料金：無料 ※契約プランによって配布アカウント数に制限あり。

最大配布数以上のアカウントをご希望の場合は有料で提供。

 URL：https://globalhrstrategy.commmune.com
※ユーザー以外閲覧不可。

外国人雇用の法務部クラウド
41
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弁護士法人Global HR Strategyが提供するCompliance as a Service (CaaS)モデル、外国人雇用分野デジタルツールの第1弾として、2023年7月にポータルサイト「外国人雇用の法務部

クラウド」をリリース。このサイトは外国人雇用に関する情報提供を目的としたもので、顧問契約を結んでいるクライアント様向けに提供。時系列でまとめられた公的機関の最新情報
やセミナー資料の即時配信等サイト内の様々なコンテンツによって、よりスムーズな情報の入手・ナレッジの取入れが可能となり、外国人雇用関連業務の正確性の向上・適切な実施
や効率化を実現。

e-Learningコンテンツのご紹介

・構成
弊法人の専門家が外国人雇用の複雑な制度や手続等をわかりやすく解説した36
本の動画教材があり、第1回～第12回が一つののシリーズになっている。各回3本
の動画で構成されており、各動画は15分程度で、効率的なナレッジの取得が可
能！

・対象
スタンダードプラン（月額10万円）以上のご契約をいただいているクライアント様は

何アカウントでも無料で利用可能。新入社員の方でも一通り外国人雇用の全体像
を理解するのに適している。

・ e-Learningのメリット

統一された教育内容を提供するため、社内のコンプライアンス意識の向上に役立
つ。24時間いつでも、どこでもアクセス可能であり、複数のデバイス（スマートフォン
を含む）で利用可能で、非常に便利！

今後、e-Learningの「中級編」、「上級編」を提供予定！
ぜひご活用いただけますようお願い申し上げます。

e-Learningコンテンツのカテゴリーをオープン！
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ご質問

弁護士法人Global HR Strategy GHRS法律事務所
杉田 昌平 03-6441-2996

Sugita.shohei@ghrs.law



各国の年間送出数（日本以外を含む）と日本の受入数の規模

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved.

出典：「Labor Migration in Asia: Changing Profiles and Processes」より作成

ベトナム インドネシア ネパール フィリピン ミャンマー タイ スリランカ インド
日本（技能実習1

号ロ）
日本（日本全体）

系列1 152,500 277,000 617,000 1,649,000 330,000 114,000 190,000 368,000 167,405 591,961
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主要国の日本向け送出しトレンド（2010年→2023年）

Copyright © Global HR Strategy LPC. All Rights Reserved. 出典：「在留外国人統計」より作成
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